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～物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業～

課名 保健福祉課 係名 保健福祉係
年度
区分

Ｒ５記載事業（完了）

会計区分 一般会計 会計名

事業名 1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金【物価高騰対策給付金】

【経費内訳】　

3 1 12 事業
（単位：千円）

14 2 1 節
（単位：千円）

歳出内訳 歳入内訳

節 費目名 金額 細節 費目名

1 報酬 458 21
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金

146,617

8 手当 5 一般財源 151

10 消耗品 1,650

10 印刷製本費 132

11 郵便料・電話料 371

11 振込手数料 232

19 給付金 143,920

計 146,768 計 146,768

【評価】

160

令和５年度　主要施策の成果に関する調

施策の目的
・物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。

具体的な
施策内容

・低所得世帯への給付金及び事務費
・Ｒ５年度分の住民非課税世帯へ１世帯あたり７万円の給付

●低所得世帯への給付金及び事務費
　Ｒ５年度分の住民非課税世帯へ１世帯あたり７万円の給付
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～物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業～

課名 商工交通課 係名 商工交通係
年度
区分

Ｒ５記載事業（完了）

会計区分 一般会計 会計名

事業名 10 令和５年度　瀬戸内町商工会プレミアム商品券事業（復活当選）

【経費内訳】　

7 1 2 事業
（単位：千円）

14 2 1 節
（単位：千円）

歳出内訳 歳入内訳

節 費目名 金額 細節 費目名

18 プレミアム商品券事業 11,814 21
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金

11,096

一般財源 718

計 11,814 計 11,814

【評価】

161

令和５年度　主要施策の成果に関する調

施策の目的
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民に対し、物価高騰対応事業として、プレミアム率
100％（通常20％）のプレミアム付商品券に落選した町民に対しても追加販売することにより、物価高騰により
厳しい状況にある町民への生活支援及び、域内消費喚起並びに地域経済の活性化を図る。

具体的な
施策内容

発行総額：21,920千円　原資の10,960千円にプレミアム率100％　10,960千円を加算
販売金額：１冊　5,000円（500円券×20枚）
（１冊10,000円分の商品券を5,000円、2,192冊販売）

プレミアム商品券の抽選落選者を対象に販売を行ったため、申込を行った殆ど全ての方に商品券を購入して頂く
ことが出来た。
物価高騰による買い控えが発生している中、プレミアム率100％は町民や事業者にとって大きな支援となり、地域
経済の活性化の一環となった。
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～物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業～

課名 総務課 係名 危機管理係
年度
区分

Ｒ５記載事業（完了）

会計区分 一般会計 会計名

事業名 11 防犯灯電気代等緊急補助事業

【経費内訳】　

2 1 11 事業
（単位：千円）

14 2 1 節
（単位：千円）

歳出内訳 歳入内訳

節 費目名 金額 細節 費目名

18 補助金 11,373 21
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金

11,373

計 11,373 計 11,373

【評価】

162

令和５年度　主要施策の成果に関する調

施策の目的
エネルギー価格高騰の影響を受けている各集落の負担軽減を図るため、集落が設置している防
犯灯の電気料金を補助する。（１年分）また省エネへの対策・取組支援として、LED防犯灯の設置に
係る費用についても補助し、財源の確保が困難な各集落の負担軽減を図る。

具体的な
施策内容

毎年実施している、防犯灯電気代補助（３ヶ月分）を本事業を通し、令和５年度のみ1年分（１２ヶ月
分）補助し各集落を支援するもの。　同様に電気料が通常設置している防犯灯（白灯）より約半額
になるLED灯への切替を推奨し、その設置費用についても補助するもの。

●コロナ感染症が５類感染症に位置付された後も、各地区において財源確保に繋がる各行事等も実施されていな
い状態の中で本事業を通し、各地区平均118,000円もの補助を行うことができ各地区の運営・維持に関して、懸
念事項であった財源確保に対し効果的かつ大きく寄与した。



款 項 目 1 款 項 目 1

細
節

～物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業～

課名 教委総務課 係名 総務係
年度
区分

Ｒ５記載事業（完了）

会計区分 一般会計 会計名

事業名 12 物価高騰負担軽減対策事業

【経費内訳】　

10 6 2 事業
（単位：千円）

14 2 1 節
（単位：千円）

歳出内訳 歳入内訳

節 費目名 金額 細節 費目名

賄材料費 4,999 21
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金

4,999

計 4,999 計 4,999

【評価】

163

令和５年度　主要施策の成果に関する調

施策の目的
学校給食等負担軽減
物価高騰に直面する賄減材料費の高騰及び保護者負担を支援するものである。

具体的な
施策内容

賄材料費
対象人数800名×1食単価33円×給食実施数195日
町内小・中学校及び幼稚園（瀬戸内町）

●本事業の実施により保護者負担を軽減することができ、また、給食献立の質の向上が図られ児童・生徒が安全
で安心できる給食が給食の提供が図られた。



款 項 目 1 款 項 目 1
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～物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業～

課名 水産観光課 係名 水産振興係
年度
区分

Ｒ５記載事業（完了）

会計区分 一般会計 会計名

事業名 13 漁船漁業燃油緊急対策事業

【経費内訳】　

6 3 1 事業
（単位：千円）

14 2 1 節
（単位：千円）

歳出内訳 歳入内訳

節 費目名 金額 細節 費目名

18 補助金 3,660 21
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金

3,660

計 3,660 計 3,660

【評価】

164

令和５年度　主要施策の成果に関する調

施策の目的
物価高騰による漁価の低下や燃油価格の上昇による漁業者の負担を軽減し、海産物の安定供
給を支援する。

具体的な
施策内容

燃油額（A重油）の10％補助
燃油額(ガソリン）単価差額分×出漁日数×ガソリン補助分(出漁1回分)で算出
A重油補助対象者：水揚高年間50万円以上の漁業者を対象とし、瀬戸内漁業協同組合を通して実施する。
ガソリン補助対象者：対象条件として、正組合員で漁業を生業として出漁日数50日以上の船外機所有者。A
重油補助を受けていない漁業者とし、瀬戸内漁業協同組合を通して実施する。

●令和５年４月～令和６年３月まで事業を実施し、重油取扱高が、年間218,844リットル、金額26,603,605円と
なり、10%の2,660,370円を補助した。また、ガソリンを使用する漁船19隻へ総額１，０００，０００円を補助した。物
価高による燃油価格高騰の影響を軽減することが図られ、海産物安定供給に寄与できた。
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～物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業～

課名 教委総務課 係名 総務係
年度
区分

Ｒ５記載事業（完了）

会計区分 一般会計 会計名

事業名 14 準要保護世帯扶助事業（小学校）

【経費内訳】　

10 2 2 事業
（単位：千円）

14 2 1 節
（単位：千円）

歳出内訳 歳入内訳

節 費目名 金額 細節 費目名

19 準要保護児童扶助 4,712 21
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金

5,415

19 準要保護児童扶助(新入学児童学用品費) 703

計 5,415 計 5,415

【評価】

165

令和５年度　主要施策の成果に関する調

施策の目的
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対して、学用品費などを支援し負担の軽
減を図る（学校教育法第19条で義務化されているもの）。

具体的な
施策内容

・準要保護世帯に対し、新入学学用品費(54,060円)、学用品費(11,630円)、通学用品費(2,270円)、
学校給食費(25,000円)、校外活動費(1,600円)、オンライン習通信費(14,000円)を給付。

●　準要保護世帯の負担軽減につながった。
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～物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業～

課名 教委総務課 係名 総務係
年度
区分

Ｒ５記載事業（完了）

会計区分 一般会計 会計名

事業名 15 準要保護世帯扶助事業（中学校）

【経費内訳】　

10 3 2 事業
（単位：千円）

14 2 1 節
（単位：千円）

歳出内訳 歳入内訳

節 費目名 金額 細節 費目名

19 準要保護生徒扶助 3,748 21
物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金

4,441

19 準要保護生徒扶助(新入学児童学用品費) 693

計 4,441 計 4,441

【評価】

166

令和５年度　主要施策の成果に関する調

施策の目的
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢生徒の保護者に対して、学用品費などを支援し負担の軽
減を図る（学校教育法第19条で義務化されているもの）。

具体的な
施策内容

・準要保護世帯に対し、新入学学用品費(63,000円)、学用品費(22,730円)、通学用品費(2,270円)、
学校給食費(29,000円)、校外活動費(2,310円)、オンライン習通信費(14,000円)を給付。

●　準要保護世帯の負担軽減につながった。


